第３期庄原市長期総合計画（素案）のパブリックコメントを実施します

パブリックコメントとは
市の基本的な施策や計画を策定する際に、広く市民の皆さんに計画案を公表し、意見や情報をいただくための手続きのことです。
この手続きは、市民参画のもと、開かれた市政運営と協働のまちづくりを推進することを目的としています。
市は、皆さんからいただいた意見や情報に対して、考え方を公表するとともに、提出された　　意見などを考慮して意思決定を行うこととしています。

[bookmark: _GoBack]第３期庄原市長期総合計画とは
本市は平成17年３月31日に１市６町が合併して誕生し、以来20年が経過しました。平成19年３月には、本市のめざす“まち”の姿を思い描き、「“げんき”と“やすらぎ”のさとやま文化都市」を将来像とした第１期庄原市長期総合計画を策定し、まちづくりを進めました。
平成24年４月にはまちづくりの最高規範となる「庄原市まちづくり基本条例」を制定し、市民と行政による協働のまちづくりへの取組を深化させるとともに、平成28年３月には第２期庄原市長期総合計画を策定して「美しく輝く里山共生都市」をめざし、にぎわいのあるまちづくりを　　推進してきました。
今回の第３期庄原市長期総合計画は、社会情勢の変化や、厳しさを増す人口の将来展望を　　　踏まえ、これまでの取組の成果と課題、市民の希望などをもとに、あらためて本市がめざす姿を明らかにするものです。
この計画は、“安心”と“希望”が将来につながるまちづくりのための羅針盤であり、市民や　　　各種団体、事業者など本市に関わる多くの人々と行政が一体となってまちづくりを進めるための指針として策定するものです。

意見募集の対象者
（１）市内に住所を有する方
（２）市内に通勤している方
（３）市内に通学している方
（４）市内に事務所等を置かれている個人または法人その他団体
（５）この計画に係る利害関係者

お寄せいただいたご意見の取扱い
いただいたご意見とそのご意見を検討した結果、市の考え方等は、後日公表いたします。
提出意見に記載された個人情報は、目的以外には使用いたしません。また、個人が特定される情報は公表いたしません。
なお、いただいたご意見への個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

募集期間
令和７年12月25日（木）から令和８年１月23日（金）（必着）

意見等の提出方法について
パブリックコメント意見書に「第３期庄原市長期総合計画（素案）」と明記して、住所、氏名、電話番号、ご意見を記入のうえ、次の方法で提出してください。

（１）郵便による提出
〒727-8501　庄原市中本町一丁目10番１号
庄原市企画振興部企画課企画調整係　宛
（２）直接持参
本庁舎４階企画課または各支所地域振興室総務係にご持参ください。
（３）ＦＡＸ
0824-72-3322
（４）電子メール
kikaku-chousei@city.shobara.lg.jp

参考資料
（１）第３期庄原市長期総合計画（素案）

■お問い合わせ
企画振興部企画課企画調整係
℡：0824-73-1128
